
ルートの変更について 

 

１〄前回会議の指摘事項 

都営矢川北アパートの建て替え工事が B ブロックから着手されるが、運行予定のルート

は既に移転が完了した B ブロック（６〃７〃９〃１０号棟）に最も利便の高いルートとな

っている。 

 
 

２〄都営矢川北アパートの建て替え状況 

平成 25 年 10 月から、B ブロック内の解体工事が始まっており（8 号棟を除く）、平成

26 年 2 月末までに解体が終了する予定となっている。 

その後、平成 26 年 3 月から平成 29 年を目途に建設工事が進められる予定である。この

ブロックの竣工後、C ブロック、A ブロックの順で、建て替えが進められる予定である。 

現在解体工事が進んでいる B ブロックの工事搬出入ルートは下図の通りであり、建設工

事においても同様の搬出入ルートとなる。 
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３〄ルート変更の考え方 

B ブロック工事搬出入車両に対する交通安全上の配慮、および試行運行の期間中に居住者

が残る A ブロックと C ブロックからの利便性を図る。 

 

４〄ルート変更（案） 

現在、矢川北アパート付近は反時計回りで運行することとなっているが、これを時計回り

に回ることとしたい。 

これにともない「矢川北アパート南停留所」は道路東側、「矢川北アパート中央停留所」

は道路北側に変更としたい。 

 

 

 

 


